
 

平成２２年度当初予算 施策別概要 

 
 
                   52301 美しい景観づくり      （県土整備部） 

                   52302  住民参画のまちづくり     （県土整備部） 

  （主担当部：県土整備部）      

 

＜施策の目的＞ 

（対象）地域住民、市町、県が 

（意図）地域の個性を生かし、魅力ある美しい生活空間を備えた景観まちづくりを参画と協働

で進めている 

 

＜施策の数値目標＞ 21 年度実績値は１月末現在で把握できる見込み値を示しています。 

 ※ 県民の参画と協働で景観まちづくりや社会資本整備を実践した地区数 

 
＜進捗状況（現状と課題）＞ 
・ 景観づくりの基本となる「三重県景観づくり条例」を制定し、平成 20 年４月１日から「三
重県景観計画」の運用を開始しました。 

・ 神宮式年遷宮や熊野古道世界遺産登録 10 周年に向けて県内外から多くの来訪者を迎える中
で、「三重県景観計画」に基づく取組を着実に推進するなど、県民や市町とともに、美しい景

観づくり、景観を生かしたまちづくりを県内全域で展開していくことが求められています。 

・ 地域の個性を生かした、魅力ある景観まちづくりを進めるためには、景観づくりとともに、
まちの骨格を構成する社会資本整備においても、県民の創意工夫やニーズを反映させるなど、

県民の参画と協働による取組を広く実施していくことが必要となっています。 
 
＜平成２２年度の取組方向＞ 
① 「三重県景観計画」の届出制度を通じた良好な景観づくりを推進するとともに、市町等の景

観づくりに向けた意識の高揚や普及啓発、県民や事業者、市町と連携した広域的な景観づくり

を進めるため、景観シンポジウムやセミナーを開催します。また、市町の景観条例や景観計画
の策定を支援します。 

② 個性豊かで魅力ある景観まちづくりを推進するため、県内の歴史・文化の豊かな街道を軸と

した地域において、地域住民との対話や意見交換の場づくりを積極的に行い、県道の修景整備

等のハード整備を実施し、地域住民、市町が主体のまちづくりを支援していきます。 
③ 屋外広告物については、「三重県屋外広告物条例」に基づく規制および違反広告物に対する

是正指導を行うとともに、「屋外広告物沿道景観地区制度」を活用した取組を進めます。 
 

施策目標項目（主指標）  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

目標値 － 87 地区 98 地区 110 地区 120 地区 県民の参画と協働により景観

まちづくりや社会資本整備に

取り組んだ地区数（累計） 実績値 76 地区 96 地区 104 地区 110 地区  

県の取組目標項目（副指標）  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

目標値 － 22 件 25 件 27 件 29 件 市町、県が制定した景観に関す

る条例等の件数（累計） 実績値 20 件 23 件 25 件 27 件  

５２３ 住民参画による景観まち 
    づくりの推進 



 

④ 県民の参画と協働による社会資本整備をより一層展開するため、県民との情報共有、対話、
協働の取組を実践するとともに、県民との協働にかかる各種研修や普及啓発、住民参画による

取組に対する支援を行います。 
 
＜主な事業＞ 
①（一部重）美しい景観づくり推進事業【基本事業名：52301 美しい景観づくり】 

  （第８款 土木費 第５項 都市計画費 １都市計画総務費） 

予算額： (21) ２，１７４千円 → (22) ２，７６９千円  
事業概要：景観シンポジウムやセミナーの開催、景観アドバイザーの市町への派遣等を行う

とともに、三重県景観計画に基づく届出の相談や審査に際し、色彩に関する有効
な助言ができる専門的知識をもった職員を育成します。 

          （シンポジウム及びセミナーの開催（各１回予定）、アドバイザーの市町への派
遣（２回予定）） 

 
②（重）（舞）景観まちづくりプロジェクト事業【基本事業名：52301美しい景観づくり】 

  （第８款 土木費 第５項 都市計画費 １都市計画総務費） 

予算額： (21) １１０，０００千円 → (22) ９０，０００千円 
事業概要：三重県内の歴史・文化の豊かな街道を軸とした地域において、地域住民と行政の

協働により、個性豊かで魅力ある景観まちづくりを進める中で、まちの骨格を構
成する道路などの県有施設において修景整備等のハード整備を実施します。  

     （名張市美旗地区等で実施予定） 
 

③（重）屋外広告物景観形成事業【基本事業名：52301 美しい景観づくり】 

  （第８款 土木費 第５項 都市計画費 １都市計画総務費） 
予算額： (21) ５，３６３千円 → (22) ４，９８５千円 

事業概要：東紀州地域の国道 311 号のうち、良好な景観が維持されている区間を「屋外広告
物沿道景観地区」に指定するとともに、景観風致維持基準･指導基準及びモデル

屋外広告物ガイドラインを作成、公表します。 
 

④ 住民参画の県土づくり推進事業【基本事業名：52302 住民参画のまちづくり】 
  （第８款 土木費 第５項 都市計画費 １都市計画総務費） 

予算額： (21) ２，３１６千円 → (22) ２，５７５千円 
事業概要：住民満足度の高い社会資本整備を展開していくため、地域住民との対話や意見交

換の場づくりを行うとともに、住民参画を担える行政職員を養成していきます。 
また、東紀州地域などにおいて、地域住民、市町が主体のまちづくりを支援して

いきます。（住民参画研修等の開催を予定） 


